
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象店舗】 川越町・朝日町内で、消費者に直接商品・サービスを提供する店舗・事業所 

【登録申請】 令和元年８月１３日（火）17：00まで（厳守） 
※上記期限を過ぎても随時受付を行いますが、ホームページへの掲載のみとなります。 

【申込方法】 朝明商工会ホームページの募集内容をご覧いただき、ご理解の上裏面の

「登録申請書兼誓約書」に必要事項を記入して、朝明商工会へ持参又は郵

送で提出してください。（FAX不可） 
※川越町・朝日町内に複数店舗がある事業者は、店舗ごとに提出をお願いします。 

※事業概要や換金の方法等につきましては、後日、説明会を開催いたします。    

申請受付後、ご案内をさせていただきますので、ご出席をお願いいたします。 

【そ の 他】 朝明商工会ホームページにも、募集内容、登録申請書兼誓約書を掲載さ

せていただきます。 
※お申込みいただきましても、お申込内容等によりご希望に添えない場合がござ

います。予めご了承ください。 

 

《川越町・朝日町プレミアム付商品券事業の概要》 

 

商品券の名称  川越町・朝日町プレミアム付商品券 

事業 主体  川越町・朝日町 

業務受託者  朝明商工会 

販売対象  川越町・朝日町からプレミアム付商品券購入引換券が発行された方。 

①住民税非課税者 

②３歳未満の子が属する世帯主×３歳未満の子の数 

販売総額  最大 97,500千円  

額 面 額 １セット 5,000円（500円券×10枚綴り）5セットまで購入可能 

額 面 額 １セット 5,000円（500円券×10枚綴り）5セットまで購入可能 

プレミアム率  20％ 1セット（額面 5,000円分）を 4,000円で購入。 

販売期間  令和元年１０月１日～令和２年２月２８日 

販売店舗  商品券を販売する場所として登録された川越町・朝日町内の店舗。 

利用期間  令和元年１０月１日～令和２年２月２９日 

取 扱 店 商品券を使用する場所として登録された川越町・朝日町内の店舗。 

 

 

 

 

令和元年１０月１日の消費税・地方消費税率引き上げに伴う景気対策として、国が定め

た要件を満たす住民の方（子育て世帯主、低所得者）を対象にプレミアム付商品券事業

を実施します。 

事業実施にあたり、川越町・朝日町において、商品券の利用が可能な取扱店を募集いた

しますので、ぜひご参加ください。 


